
○長門市創業支援事業費補助金交付要綱 

(平成 27 年 7 月 1 日告示第 116 号) 

改正 平成 30 年 4 月 1 日告示第 136 号 令和 3 年 3 月 31 日告示第 81 号 

令和 3 年 4 月 1 日告示第 120 号  
 

(趣旨) 

第 1 条 この告示は、市内における中小企業者等の新たな事業の創出を促進し、

本市の産業の活性化及び雇用の促進を図ることを目的として、市内において創

業する者に対し、その創業に要する費用の一部を補助することについて、長門

市補助金等の交付手続等に関する規則（平成 20 年長門市規則第 46 号。以下

「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第 2 条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1) 創業 次のいずれかに該当する場合をいう。 

ア 事業を営んでいない個人が、所得税法（昭和 40 年法律第 33 号）第 229

条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始する場合 

イ 事業を営んでいない個人が、新たに会社を設立し、事業を開始する場合 

ウ 個人が、現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たな事業

を開始する場合 

エ 法人が、現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たな分野

で事業を開始する場合 

(2) 認定支援機関 産業競争力強化法（平成 25 年法律第 98 号）第 113 条によ

り認定された長門市創業支援事業計画に記載する認定連携創業支援事業者で、

別表第 1 に掲げる機関・団体をいう。 

(補助対象者) 

第 3 条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の

各号のいずれにも該当する者とする。 

(1) 市内に居住し、かつ市内に事業所等を設け創業する個人又は法人で、平成

26 年度以降に創業した事業者とする。 

(2) 市税を滞納していない者 

(3) 許認可等が必要な業種の場合、既に当該許認可等を受けている者 



(4) 市から運営費相当の補助金が交付されている団体、市の指定管理を主たる

業務とする団体、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 項

に規定する者でないこと。 

(5) 当該事業所において 3 年以上事業を継続して行う予定である者 

(6) 認定支援機関で実施する起業セミナーを受講した者 

(補助対象事業) 

第 4 条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、

創業に要する事業で、認定支援機関の支援を受けて創業計画書を作成し、金融

機関からの資金調達が十分見込まれる事業で、次の各号のいずれかに該当する

事業とする。 

(1) 日本標準産業分類（統計法（平成 19 年法律第 53 号）第 2 条第 9 項に規定

する統計基準である日本標準産業分類をいう。以下同じ。）に規定する業種

のうち、別表第 2 に定める業種とする。 

(2) 前項の規定による対象業種以外の業種を含め、その他市長が特に創業に対

する支援が必要と認めたもの 

2 補助金の交付の申請をしようとする者（以下「申請者」という。）が、次の各

号のいずれかに該当するときは、補助対象事業としない。 

(1) 他の補助金の交付を受けている者。ただし、別表第 3 に掲げる運転資金費

の補助を受けようとする場合において、国の創業・第二創業促進補助金の交

付を受けた者は補助対象とする。 

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 12

2 号）第 2 条第 1 項各号（旅館業を除く。）又は同条第 5 項に該当する者 

(3) その他市長が補助金を交付するに不適当と認めたもの 

(補助金の種類と額) 

第 5 条 補助金の種類と額は、別表第 3 に掲げるとおりとする。 

2 市長は、別表第 3 に掲げる種類に応じ、毎年度予算の範囲内で補助金を交付す

ることができる。 

3 補助金の額に 1,000 円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

(補助対象経費) 



第 6 条 補助対象経費は、補助対象事業に係る経費のうち、別表第 3 に定める項

目の経費とする。 

(補助金の交付申請) 

第 7 条 第 3 条及び第 4 条に規定されたすべての要件を満たす申請者は、長門市

創業支援事業費補助金交付申請書（別記様式第 1 号）に別表第 4 の種類に応じ

た書類を添えて市長に提出しなければならない。 

2 複数年にわたり補助金の交付を受けようとする申請者は、各年度ごとに前項の

規定による申請書を市長に提出しなければならない。 

(補助金の交付決定) 

第 8 条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係

る書類の内容を審査のうえ、補助金を交付することが適当と認め、補助金の交

付の決定をしたときは長門市創業支援事業費補助金交付決定通知書（別記様式

第 2 号）により、補助金を交付することが適当でないと認めたときは長門市創

業支援事業費補助金不交付決定通知書（別記様式第 3 号）により、申請者に通

知するものとする。 

2 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成す

るために必要があるときは、条件を付することができる。 

(事業内容の変更及び変更交付決定) 

第 9 条 前条による補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）

は、交付決定を受けた後、事業の内容を変更しようとするときは、長門市創業

支援事業費補助金変更交付申請書（別記様式第 4 号）に、変更しようとする内

容が分かる書類を添えて市長に申請しなければならない。 

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、申請書類の内容を審査のうえ、

交付決定額を変更する必要があると認めるときは、長門市創業支援事業費補助

金変更交付決定通知書（別記様式第 5 号）により、申請者に通知するものとす

る。 

(実績報告) 

第 10 条 補助事業者は、当該年度に係る補助対象事業が完了したときは、完了の

日から 30 日を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた年度の 3 月 31 日の

いずれか早い期日までに、長門市創業支援事業費補助金実績報告書（別記様式

第 6 号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 



(1) 補助対象事業の収支決算が確認できる書類 

(2) 補助対象事業により整備した店舗、設備整備等が確認できる状況写真及び

補助対象経費に係る領収書の写し 

(3) 国の創業・第二創業促進補助金の交付を受けている場合は、その補助内容

及び補助金額が確認できる書類の写し 

(4) その他特に市長が必要と認める書類 

(実地検査及び補助金額の確定) 

第 11 条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、提出書類の内容審査

を行い、必要と認めるときは実地検査を行うものとする。 

2 市長は、前項の検査の結果、実施された補助対象事業の内容が適当であると認

めるときは、補助金の交付額を確定し、長門市創業支援事業費補助金交付確定

通知書（別記様式第 7 号）により補助事業者に通知するものとする。 

(補助金の請求及び交付) 

第 12 条 補助事業者は、前条による補助金額の確定があったときは、速やかに長

門市創業支援事業費補助金交付請求書（別記様式第 8 号）を市長に提出するも

のとする。 

2 市長は、前項の補助金の請求があったときは、その日から起算して 30 日以内

に補助事業者の指定する口座に振込む方法で補助金を交付するものとする。 

3 市長は、概算払いにより補助金を交付する必要があると認めるときは、補助対

象事業の支払い実績に応じて、第 8 条に規定による交付決定額の 100 分の 90 に

相当する額を上限に、概算払いにより補助金を交付することができる。 

(財産の管理及び処分) 

第 13 条 補助事業者は、補助金の交付により取得した備品、設備等について、補

助金の交付が完了した後も適正に管理するとともに、その効率的な運用を図ら

なければならない。 

2 補助事業者は、補助金の交付があったときから 3 年間は、補助事業により設置

した設備等を処分してはならない。 

3 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する事業年度の後 5 年間は、補助事

業に係る費用の確認できる書類等を保存しなければならない。 

(事業所の移転) 



第 14 条 補助事業者は、補助金交付完了後 3 年間は事業所を市外に移転してはな

らない。 

(補助金交付の取消) 

第 15 条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の

交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。 

(1) 当該補助金を補助対象事業以外又は補助対象経費以外に使用したとき。 

(2) 偽り又は不正の手段により補助金の交付を受けたことが判明したとき。 

(3) 事業を開始した日から 3 年以上の事業継続が不可能となったとき。 

(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。 

2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。 

(補助金の返還) 

第 16 条 市長は、前条の規定のより補助金の交付決定を取り消した場合、既に補

助金の交付がされているときは、補助事業者に対し期限を定めて、補助金の返

還を命ずるものとする。 

(その他) 

第 17 条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成 27 年 7 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 30 年 4 月 1 日告示第 136 号) 
 

この告示は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(令和 3 年 3 月 31 日告示第 81 号) 
 

(施行期日) 

1 この告示は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 

(経過措置) 

2 この告示の施行の際、現に存するこの告示による改正前の書式による用紙は、

当分の間、使用することができる。 

附 則(令和 3 年 4 月 1 日告示第 120 号) 
 

この告示は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 



別表第 1(第 2 条関係) 

認定支援機関 

長門商工会議所 

ながと大津商工会 

㈱山口銀行 

㈱西京銀行 

萩山口信用金庫 

別表第 2(第 4 条関係) 

補助対象とする業種 

 大分類 中分類 小分類 

Ｄ－建設業 全部 全部 

Ｅ－製造業 全部 全部 

Ｇ－情報通

信業 
全部 全部 

Ｈ－運輸

業、郵便業 
全部 全部 

Ｉ－卸売

業、小売業 

全部（61－無店舗小売業を除

く。） 
全部 

Ｊ－金融

業、保険業 

全部（64－貸金業、クレジッ

トカード業等非預金信用機関

を除く。） 
 

Ｋ－不動産

業、物品賃

貸業 

全部 全部 

Ｌ－学術研

究、専門・

技術サービ

ス業 

全部 全部 

Ｍ－宿泊

業、飲食サ

ービス業 

全部（風俗営業等の規制及び

業務の適正化等に関する法律

第２条第１項各号（旅館業を

除く。）又は同条第５項に該

当する者を除く。） 

全部 

Ｎ－生活関

連サービス

業、娯楽業 

78－洗濯・理容・美容・浴場

業 
全部 

79－その他の生活関連サービ

ス業 
全部 

80－娯楽業 
800－管理、補助的経済活動を行う事

業所（80 娯楽業） 

Ｏ－教育、

学習支援業 
全部 全部 

Ｐ－医療、 83－医療業 全部 



福祉 

85－社会保険・社会福祉・介

護事業 

850－管理、補助的経済活動を行う事

業所（85 社会保険・社会福祉・介護

事業）（小分類 853 児童福祉事業、8

54 老人福祉・介護事業及び 855 障害

者福祉事業に係るものに限る。） 

Ｑ－複合サ

ービス事業 
全部 全部 

Ｒ－サービ

ス業（他に

分類されな

いもの） 

88－廃棄物処理業 全部 

89－自動車整備業 全部 

90－機械等修理業（別掲を除

く） 
全部 

91－職業紹介・労働者派遣業 全部 

92－その他の事業サービス業 全部 

95－その他のサービス業 全部 

別表第 3(第 4 条、第 5 条、第 6 条関係) 

補助金の種類と額、補助対象経費 

種

 

類 

補助対象経費 補助対象期間 
補助

率 

補助額（上

限） 

開

業

資

金

費 

人件費、店舗等借入費、店舗等

改修費、設備・看板設置費、知

的財産権等関連経費、外注費、

委託費、マーケティング調査

費、備品購入費、広報宣伝費、

その他市長が特に必要と認める

経費 

所得税法第 229 条の

規定による開業の届出

により新たに事業を開

始した日又は法人の設

立登記日から起算して

1 年以内 

補助

対象

経費

の１

／３

以内 

100 万円 

運

転

資

金

費 

販路開拓費、広報費、設備設置

費、人材育成費、その他市長が

特に必要と認める経費 

所得税法第 229 条の

規定による開業の届出

により新たに事業を開

始した日又は法人の設

立登記日から起算して

1 年を経過した日から

2 年間 

補助

対象

経費

の１

／２

以内 

30 万円 

ただし、国の

創業・第二創

業促進補助金

の交付を受け

た者は 50 万円

とする。 

※ 新たに事業を開始する以前に支出される創業に要する費用についても補助

対象経費とすることができる。 

別表第 4(第 7 条関係) 

区  分 添付書類 

法人事業者 
１ 法人登記事項証明書の写し 

２ 事業計画書 



３ 資金計画書 

４ 認定支援機関確認書 

５ 許認可を必要とする業種の場合は、営業許可証の写し 

６ 店舗等の賃貸契約書の写し 

７ 改築、改修、設備整備等に係る見積書の写し 

８ その他市長が必要と認める書類 

個人事業者 

１ 開業したことが証明できる書類の写し 

２ 事業計画書 

３ 資金計画書 

４ 認定支援機関確認書 

５ 許認可を必要とする業種の場合は、営業許可証の写し 

６ 店舗等の賃貸契約書の写し 

７ 改築、改修、設備整備等に係る見積書の写し 

８ その他市長が必要と認める書類 

別記様式第 1 号(第 7 条関係) 

長門市創業支援事業費補助金交付申請書 

[別紙参照] 

別記様式第 2 号(第 8 条関係) 

長門市創業支援事業費補助金交付決定通知書 

[別紙参照] 

別記様式第 3 号(第 8 条関係) 

長門市創業支援事業費補助金不交付決定通知書 

[別紙参照] 

別記様式第 4 号(第 9 条関係) 

長門市創業支援事業費補助金変更交付申請書 

[別紙参照] 

別記様式第 5 号(第 9 条関係) 

長門市創業支援事業費補助金変更交付決定通知書 



[別紙参照] 

別記様式第 6 号(第 10 条関係) 

長門市創業支援事業費補助金実績報告書 

[別紙参照] 

別記様式第 7 号(第 11 条関係) 

長門市創業支援事業費補助金交付確定通知書 

[別紙参照] 

別記様式第 8 号(第 12 条関係) 

長門市創業支援事業費補助金（概算）交付請求書 

[別紙参照] 


